
山添村空き家借上型定期借家移住定住促進住宅転用事業者募集要項 

 

募集期間                                                                   

◆令和４年９月１日から令和４年９月３０日 午後５時まで 

 

募集物件                                                                  

◆１件 

※山添村内に存在する空き家住宅であり、かつ、常態的に居住又はその他の使用がなされてい

ない住宅及び附帯施設。 

 

募集物件について                                                            

◆空き家及びその空き家が存在する土地が申請者の名義であるもの。 

◆抵当権が設定されていないもの。 

◆山添村防災ハザードマップにおける急傾斜特別警戒区域内若しくは隣接する場所に所在して

いないこと。 

◆山添村防災ハザードマップにおける土石流特別警戒区域内若しくは隣接する場所に所在して

いないこと。 

 

申請者について                                                              

◆１０年以上本村に無償で貸与する意思を有する者 

◆固定資産税等村税の滞納がない者 

◆山添村暴力団排除条例（平成２３年１２月山添村条例第１７号）第２条第１号に規定する暴力

団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団等に該当せず、かつ、将来

にわたっても該当しない者。また、前段の暴力団、暴力団員及び暴力団等が経営に事実上参画し

てない者 

 

募集に関して                                                                 

移住定住促進住宅への転用に採用された物件ついて、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居

者にとって便利で快適なものとなるよう村が必要に応じて下記の工事を実施します。 

◆台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線の改修 

または修繕工事 

◆耐震基準を考慮した耐震工事 

◆その他居住に最低限度必要な改修工事または修繕工事 

◆空き家及び敷地内に存在する動産の処分 

◆その他必要な工事等 



採用・不採用について                                                          

応募のあった物件について、空き家の状態及び立地条件等を総合的に勘案し、採用若しくは不採

用を決定します。 

※採用者及び不採用者には、その旨の通知を送付します。 

 

採用者について                                                             

採用者については、村と１０年間の使用貸借契約を締結します。なお、村と使用貸借契約を締結し

ている期間は定期借家移住定住促進住宅及びその土地に掛かる固定資産税について減免しま

す。 

 

応募方法                                                                   

山添村空き家借上型定期借家移住定住促進住宅転用申請書（第１号様式）及び誓約書（第２号

様式）に必要事項を記入し、下記提出先までご提出ください。 

※提出に関して、空き家の現況確認を行うため内覧をお願いすることがあります。 

 

お問い合わせ先・提出先                                                         

〒６３０－２３４４ 奈良県山辺郡山添村大字大西１５１番地 

山添村役場 地域振興課 ＴＥＬ：０７４３－８５－００４８ 

                    ＦＡＸ：０７４３－８５－０４７２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


